
社外取締役の独立性基準 

 

当社の社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があ

ると判断する。 

 

 

１．当社、当社の子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において

業務執行者であったこと 

２．当社または当社の特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配

偶者または三親等以内の親族 

３．当社または当社の子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 

４．当社の最新の株主名簿の１０位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 

５．直近３会計年度において、当社および当社の連結子会社（有価証券報告書上の連結子

会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およ

びその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 

６．直近３会計年度において、当社および当社の連結子会社（有価証券報告書上の連結子

会社をいう）の年間の受取金額が、当社の連結売上高の２％以上となる取引先および

その連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 

７．直近３会計年度における当社または当社の子会社の会計監査人（法人である場合は、

当該法人のパートナーその他業務執行者） 

８．直近３会計年度において、当社または当社の子会社から役員報酬等以外に平均して年

１，０００万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専

門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパ

ートナーその他業務執行者） 

９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を当社または当

社の子会社から受けている非営利団体の業務執行者 

10．４～９の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または

取引先を退職後５年以内であること 

 

 

 

以上 


